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禁止区域

資料７ 千代川河口付近の禁止区域（第41条）



鳥取県漁業調整規則
（河口付近における採捕の制限）
第41条 何人も、次の表の左欄に掲げる河川の河口付近であって同表の中欄に掲げる区域に
おいて、それぞれ同表の右欄に掲げる期間中、水産動物を採捕してはならない。ただし、第１種
共同漁業を内容とする漁業権に係る組合員行使権に基づいて採捕する場合は、この限りでない。

河川の名称 禁止区域 禁止期間

千代川 北緯35度32分30秒東経134度11分42秒
の点を中心とする半径250メートルの円内
の海域

３月１日から
５月31日まで


